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これだけは知っておきたい 
 

 『保育所・幼稚園・学校において予防すべき感染症』」 
   

  関東中央病院 皮膚科 

 特別顧問 日野 治子 

はじめに 

幼稚園・学校においては、安全かつ安心な環境下で教育活動が営まれなければなりま

せんが、一旦感染症が発生した場合は、集団生活の現場では感染症は蔓延しやすく、教

育活動は大きく妨げられてしまいます。そこで学校保健安全法ではこの感染症に対する

規定が厳しく設定されています。 

 

学校における感染症対策 

学校感染症として取り上げられ

ている疾患は「感染症の予防及び

感染症の患者に対する医療に関す

る法律（以下感染症法（表１））」

に基づき定められ（表２）、三種に

分類されています。第一種は感染

症法の第 1類と結核を除く第 2類

を規定しています。第二種は空気

感染または飛沫感染をして児童生

徒の罹患が多く、 次々に感染しや

すい感染症です。結核は空気感染



で感染拡大していくため第二種に入れられています。第

三種は学校教育活動を通じて学校で流行を広げる可能性

がある感染症です。 

１．出席停止期間 

学校感染症については児童・生徒間への蔓延を防ぐた

めに、出席停止期間を定め、感染の恐れのある間は出席

させないこととしています。 

第一種感染症は、多くの場合、重篤な疾患であり、指

定医療機関に入院治療を受けることになり、出席停止期

間は“治癒するまで”と規定されています。 

第二種学校感染症は、空

気感染・飛沫感染で、周囲

へ感染しやすい疾患で、各

疾患について、他人へ感染

し得る期間に応じて出席停

止期間が定められています

（表３）。例えば、麻疹は

“解熱後 3日を経過するま

で”とされています。 

日本では、MRワクチンの

2回接種などによって、今ま

での国内土着型 D5が 2010

（平成 22）年 5月を最後に

検出されず、WHO西太平洋地

域事務局は、2015（平成 27）年 3月 27日、日本が麻疹の排除状態にあると認定しまし

たが、国外からの持ち込みにより、毎年麻疹の単発発症例や流行例は生じています。 

風疹は飛沫で、経上気道的に感染します。風疹の出席停止期間は“発疹が消失するま

で”とされています。感染して潜伏期は 2～3週間ですが、発疹が出現する前後１週間

がウイルスの排泄期間とされています。風疹の病態は麻疹と比較し軽症ですが、妊婦の

感染で先天性風疹症候群の発症が懸念されます。2013 年に大流行がありましたが 2018

年にも流行しており、予防接種が呼びかけられています。 

水痘は空気感染、飛沫感染、接触感染、母子（胎内）感染し得る感染力が強い疾患で

す。発疹の出現 1、2日前からすべての発疹が乾燥するまで感染期間であり、“すべての

発疹が痂皮化するまで”出席停止となっています。水疱は概ね 5～10日で乾燥・痂皮化

しますが、痂皮にウイルスは認められず感染源になりません。 

 



２．“その他の感染症” 

平成 25年の文部科学省による学校感染症の見直しの際、必要に応じて、第三種学校

感染症として措置の対象にし得る疾患を“その他の感染症”として多数の感染症が挙げ

られましたが、皮膚病変を呈する疾患が多く、皮膚科との関わりが深いものです。たと

えば、溶連菌感染症、伝染性紅斑、単純ヘルペスウイルス感染症、帯状疱疹、手足口

病、伝染性膿痂疹、伝染性軟属腫などですが、最近話題になっているのは、アタマジラ

ミ症と疥癬、真菌感染症です。 

アタマジラミの感染は特に戯れて遊ぶ幼児・小学生に感染者が見られます。発生した

場合はその患児の属する集団全体で駆除すべきです。また近年は学習塾などで集団の規

模の拡大があり、場合によっては地域ぐるみで治療が必要になります。個人を出席停止

にしても他への感染が隠れている場合や、いじめの対象になる場合があり、対応に注意

が必要ですし、出席停止にする意義は全くありません。 

集団生活においては早期発見、早期治療が必要ですが、櫛・ブラシなどの共用を避

け、シ－ツ、マクラなどのリネン類をよく洗います。本症は学校病に指定されておら

ず、生活保護家庭などにおける治療が円滑に行かずに問題が生じる場合があります。 

疥癬はヒゼンダニによる感染症で、最近は老人ホームなどで流行し、孫など家族を介

して保育所でも流行する場合があります。治療を始めれば出席停止の必要はありませ

ん。通常疥癬は肌の直接的接触や、雑魚寝などが原因になります。寝具を介して伝播す

る場合があり、感染児の使用した寝具を使い回しすると移り得ます。角化型疥癬は感染

力が強いため、治癒するまで外出を控えなければなりません。 

学校保健で問題になる真菌症は、小児の足白癬はまれに見られますが、特に

Tricophyton tonsurans による頭部白癬や体部白癬は、レスリング、柔道など組み合っ

て行う格闘技に参加した生徒たちに蔓延してきています。症状は概ね体部白癬と頭部白

癬の２型に分けられますが、一旦皮膚・毛髪に感染すると難治です。学校の部活動で、

数人の感染者が判明した場合は、一部だけの治療では不十分で全員が集団的に治療をす

る必要があり、学校の指導者は周囲への拡大を防ぐことが重要です。生徒達はいじめや

差別を恐れ、隠して、監督者への報告を怠ったり、また試合が近いなどの理由で治療を

しない場合も少なくないため、学校側の協力が不可欠です。 

 

保育所における感染症対策 

乳幼児は抵抗力が弱く、集団保育の場においては、一旦持ち込まれた感染症は短時間

で伝播してしまいます。また、その園児の家庭までも波及することを念頭に置く必要が

あります。保育児の感染症の注目すべきポイントは、発熱、下痢・嘔吐、咳、発疹が挙

げられます。 

集団生活をする保育所に入所する際には、予防接種を受けておくことは重要です。入

所時に、母子手帳で予防接種歴を確認しておく一方で、職員も乳幼児から感染し得るこ



と、また職員の罹患は他への感染源になる恐れがあることを考慮し、抗体の有無をチェ

ックし、抗体が不十分な場合は予防接種を受けるべきです。 

保育所で流行する可能性のある感染症に対しては、いずれも学校保健安全法に定めら

れた感染症の対応と同様ですが、帯状疱疹に関しては、保育所・幼稚園では、免疫のな

い園児が帯状疱疹患者に接触すると水痘に感染しやすいため、患者は全ての皮疹が痂皮

化するまでは園児と接触しないように注意します。患者が小児の場合は登園停止です。

また、職員の場合もすべての皮疹が痂皮化するまで、園児に接触してはいけないが、患

部を覆ってあれば、園児との接触のない部署での勤務は可能です。 

 

『皮膚の感染症に関する統一見解』について  

“保育所・幼稚園・学校へ行っていいか？”および“プールへはいっていいか？”に

ついて、日本臨床皮膚科医会（日臨皮）と日本小児皮膚科学会（日小皮）が疾患の対応

に関する統一見解を作成していて、これらは各ホームページで見ることができます。 

 

学校保健における性感染症 

学校保健における性感染症は、近年頓に性の乱れが取り上げられ、学童期でさえも性

感染症(sexually transmitted infection, STI)の事例があり、さらに性的虐待、妊娠

などが問題になっています。 

STI は、現在、厚生労働省のサーベイランスでは淋菌感染症、性器クラミジア感染

症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマの 4疾患が定点報告、梅毒は全数

報告で調査されています。その発症が低年齢化していくことが問題視され、性器クラミ

ジア感染症が 10 歳代後半の女性に多いと報告されています。 

すでにいくつかの学会が、中高校生向けの啓発スライドや CDを作成しています。欧

米のように性教育を小学校高学年から始めることがいいことか判断は難しいのですが、

現代の日本では、積極的に性教育を推進していかねばならない時期に来ています。 

 

おわりに 

学校感染症に対する処置対応は、各疾患によって規定されています。教育・保育の場

に感染症を持ち込まないこと、もし持ち込まれてしまった場合は感染経路別の対策を必

要とすることなど、児童生徒を守るために必要な事項であります。またこれらは、児

童・生徒のみならず、就学前の保育児、さらには成人にも適用されるため、皮膚科医と

して知っておく必要があります。特に学校感染症第二種、第三種、その他の感染症に規

定される感染症の多くは皮膚病変を呈し、皮膚科との関わり合いが多く、我々皮膚科医

は知識として知っておかねばなりません。最近は学校保健における性感染症についても

さらなる考察が必要になってきていることも重要です。 


